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問い合わせ／大宮年金事務所（☎048－652－3399・自動音声案内「２」を選択）
　　　　　　国保年金課年金担当（内線2437）

　４月から国民年金保険料が月額16,520円になり
ます。保険料は、直近の物価や賃金上昇率を乗じ
てその年度に見合った価格水準に調整されます。

国民年金保険料月額が変わります

　20歳から60歳になるまでの40年間は全員が国民年金に加入します。加入の種別は３種類あり、職業な
どにより異なります。また、結婚や就職、退職などにより加入の種別が変わったときは、２週間以内に手
続きをしてください。※届出時期等は下表を参考にしてください
【加入の種別】
第１号被保険者／学生、自営業者、農林漁業者、無職など
第２号被保険者／厚生年金や共済組合などに加入している会社員・公務員
第３号被保険者／第２号被保険者に扶養されている配偶者

人生の節目には国民年金の届出を

現在の種別等 このような場合に届出が必要です 届出先 届出後の種別

20歳になった方 厚生年金保険や共済組合等に加入している配偶者に扶養
されている 配偶者の勤務先 第３号被保険者

第１号
被保険者
の方

就職して厚生年金保険や共済組合等に加入した 勤務先 第２号被保険者
結婚や収入減少等で厚生年金保険や共済組合等に加入し
ている配偶者に扶養されるようになった 配偶者の勤務先 第３号被保険者

第２号
被保険者
の方

会社を退職した 国保年金課 第１号被保険者
退職して厚生年金保険や共済組合等に加入している配偶
者に扶養されるようになった 配偶者の勤務先 第３号被保険者

第３号
被保険者
の方

収入増加や離婚等で配偶者に扶養されなくなった

国保年金課 第１号被保険者配偶者が厚生年金保険や共済組合等に加入していた会社
を退職した
配偶者が65歳になり第２号被保険者ではなくなった
就職して厚生年金保険や共済組合等に加入した 勤務先 第２号被保険者

配偶者が転職等で加入する年金制度が変わった 配偶者の
新しい勤務先 第３号被保険者
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